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A） 非接触型の電子体温計等で体温測定を行う。無人の施設の場合、ゲスト自身に体温測定を促
す旨の掲示を行う。

B） スタッフや清掃員に対し、始業時に体温測定と体調の申告を徹底し、体調がすぐれない場合
は責任者と相談し出勤を見合わせる。

C） 発熱者や体調不良者を発見した場合は、速やかに緊急連絡先（病院・保健所等）へ連絡し、そ
の指示に従う。スタッフが常駐しない民泊施設の場合は、ゲスト自身が緊急連絡先に連絡で
きるよう、客室内にリストを掲示しておく。

D） 予約時またはチェックイン時にゲストの連絡先を収集。
　  ※感染者が出た場合、健康状態に応じて医療専門家の相談を受けるよう、連絡するため

1. 発熱者・体調不良者の入館を防ぐ

A） 手指用消毒剤を施設入口などに設置し、ゲストに使用を促す表示を行う。
B） ゲストに対し、共用部でのマスク着用を要請する。
C） 共用部の定期的な消毒を行う。

2. 衛生環境の維持

A） 有人施設においては、オンラインのチェックイン、チェックアウトを行うなど、フロントでの行
列を最小化する工夫を行う。

B） エレベーターの混雑を避けるよう、掲示等により、ゲストに注意喚起する。
C） 従業員とゲスト及びゲスト同士の接触をできるだけ避け、対人距離（2m目安、１ｍ以上）を確
保するよう、ゲストに掲示等で要請する。

D） 共用部での密集を避けるよう、客室内に注意喚起の掲示を行う。

4. 密集させない

A） 共用部にある窓やドアをできるだけ開放し、館内の小まめな換気に努める。
B） 館内空調は外気導入に設定する。
C） 一定時間ごとに、客室の窓を開けての換気をゲストに要請（掲示等により）。

3. 密閉させない

A） 他人と共用する物品や手が触れる箇所を最小限にする工夫を行う。
B） フロントなど対面する場所では、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで飛沫を防止する。

5. 密接させない

ゲスト来館時の実施事項
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セルフチェックリストとしてもご活用いただけるよう　　   チェックボックスをご用意しました。
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一般社団法人
日本民泊協会



TEL：0570-001-389
WEBお問合せフォーム https://www.minpaku.or.jp/inq/
日本民泊協会 公式WEBサイト https://www.minpaku.or.jp

[本件に関するお問合せ]
一般社団法人 日本民泊協会
〒530-0047 大阪市北区西天満3-1-25-904号

日本民泊協会によるサポート
Support by Japan Association Private Accommodations (JAPA)

日本民泊協会では、大阪観光局と連携しながら、
管理者の皆様に以下のような支援をさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

■ 本ガイドラインに関する各種問い合わせ

■ マスクなどの衛生用品の販売、
　 サーモカメラ・体温測定機器の
　 レンタルサービスなどを提供する事業者の紹介 

■ 施設付近の保健所・医療機関に関する情報提供

■ その他、各種情報の提供、ご相談
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施設付近の保健所・医療機関に関する情報提供。
マスク・消毒液・フェイスシールド・ゴム手袋・
サーモカメラ・非接触型体温測定機器などの感染
症対策用品の販売。
非接触型のチェックイン・システムなど、業務に
関するツールや、サービス事業者のご紹介。
その他、各種情報のご提供、ご相談。

【本ガイドラインに関するお問い合わせ】


